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児童生徒の心身の状況の把握と児童虐待への対応について（通知） 

 このことについては、令和２年４月 22日付け教義第 113号通知「新型コロナウイルス感染症

対策のために小学校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場合の学習の保障等につい

て」において、各学校は休業期間中において必ず定期的にすべての児童生徒の心身の健康状態

を把握するとともに、特に、要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象の児童生徒

（以下、当該児童生徒）に関しては、在宅時間の大幅な増加に伴う児童虐待のリスクも踏まえ、

電話等で概ね１週間に１回以上、定期的に当該児童生徒の状況を把握することが示されたとこ

ろです。 

 つきましては、当該児童生徒の心身の状況の把握については、次のことに留意するとともに、

市町村（虐待対応担当課）や児童相談所等の関係機関と緊密に連携し、必要な支援を行うよう

お願いします。 

記 

１ 学校が把握した当該児童生徒に関する情報については、児童虐待の可能性が高い場合はも

とより、可能性がないと思われる場合についても必ず関係機関と情報共有すること。 

２ 当該児童生徒や保護者との面会等を、学校ではなく関係機関が行っている場合についても、

学校が定期的（概ね１週間に１回以上）に関係機関に連絡をし、情報共有を図り、必要な対

応をとること。 

３ 当該児童生徒の状況の把握については、本来は、家庭訪問等による現認が望ましいが、新

型コロナウイルス感染症対策の状況を踏まえ、電話等による把握としていること。なお、児

童生徒との対面での指導（心身の状況把握や心のケアを含む）等の必要性が高い場面が生じ

た場合には、感染症対策を徹底した上で、短時間の最小限度の範囲で行うことも考えられる

こと。 

 

〈 参考 〉 

○ 「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」（文部科学省） 
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